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米の生産調整政策は、昭和 40 年代前半に顕在化した米過剰問題に対して、当初、

緊急的な米生産抑制策として開始されたが、その後は中長期的な視点による、水

田農業の構造的な対策として行われるなど、今日まで約 40 年にわたり執行されて

きた。しかし、米の生産調整への参加・不参加による不公平感などの問題が生じ、

長年の懸案となっている。 

本年（平成 21 年）1 月の石破農水相（当時）の生産調整政策見直し表明を受け

て、見直し議論が活発に行われてきた最中、衆議院議員総選挙により新政権が誕

生した。今後は、戸別所得補償制度を中心的な政策とする新農政への転換が図ら

れることとなるが、米の生産調整政策の見直しを始め、旧政権で行われてきた米

政策の抜本的な見直しとなる可能性もあり、新政権での新たな「食料・農業・農

村基本計画」の検討動向が注目される。 
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はじめに 

生産調整政策1は、米の生産を抑制することで生産量を調整し、米価の安定や米需給の均

衡を図るとともに、生産を抑えた米を他の作物（麦、大豆、飼料作物など）に転作させる

ことで、食料安全保障への貢献および地域適作の推進を図る国の政策である。生産調整は

一般に、その目標量を農業者に配分することによって行われ、生産調整に参加した農業者

には、転作に対する支援措置として補助金が支給される。 
本稿では、米の生産調整政策の経緯および問題点について概観し、今般の生産調整政策

見直し問題について、生産調整のあり方をめぐる各界の意見および新旧政権における生産

調整政策の見直し検討状況を整理して紹介する。 

 

Ⅰ 米の生産調整政策の経緯と問題点 

１ 生産調整政策の経緯 

生産調整政策は、昭和 40 年代前半に顕在化した米の生産過剰と古米在庫の累積を背景

として、昭和 44 年度に試験的に実施されたこと2が最初である。翌 45 年度には、生産調

整目標量を 100 万トンとする緊急避難的な措置がとられた。46 年度以降は、米の生産過

剰が一過性的ではなく構造的なものであるという判断から、中長期的な視点による生産調

整目標量と一定の実施期間を定めた対策として本格的に進められた。今日まで約 40 年に

わたり、以下の 9 つの対策が順次実施されている。 

① 最初の対策である「稲作転換対策」（昭和 46～同 50 年度）は、水田の休耕と転作の

二本建てで進められたが、石油危機等による経済混乱が起こると、食料の安易な海外

依存ではなく自給の向上が重要との認識から、休耕奨励補助金が打ち切られ（48 年度）、

転作中心の内容に切り替えられた。 
② しかしながら、米は依然として過剰基調であったため、「水田総合利用対策」（昭和

51～同 52 年度）では、米について需要に見合う計画的な生産を行う一方で、余剰の

水田では、その高い生産力をいかして米以外の作物の生産振興を行い、水田の有効利

用による転作の定着化を図った。当対策から、生産調整目標量の配分は、数量（生産

量）から面積による指示に改められた3。 
③ 「水田利用再編対策」（昭和 53～同 61 年度）では、米の過剰を招くことのないよう

に長期的視点から、米の生産抑制と水田利用の再編成を推進することにより、更なる

転作の定着を目指した。特に、食料自給率向上の主力となる麦、大豆、飼料作物を特

定作物として位置づけ、転作奨励金の増額など特定作物への転作に優遇措置がとられ

た。また、農業者間の互助による団地化転作4も進められた。生産調整目標面積の割当

                                                 
1 生産調整政策は、農業者に対して米の作付面積の削減を指示することから、一般に「減反政策」とも称され

ている。 
2 水田 1 万ヘクタールを対象として、米から飼料作物などへ自主的な作付転換を誘導したが、転換実績は 5 千

ヘクタール強に留まった（生産調整研究会編『米の生産調整』第一法規, 1971, pp.17-22.）。 
3 稲作転換対策では、農家に配分する生産調整目標量を米の要減産数量で指示していたが、水田総合利用対策

から、単なる米の減産対策ではないという考え方に基づき、転作目標面積に改められた。 
4 当時、分散錯綜する個々の農家の水田で転作を定着させるには、団地化が不可欠であり、畑作物の連作障害
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てはこの対策以降、全国例外なしに一斉に行われた。 
④ 「水田農業確立対策」（昭和 62～平成 4 年度）では、米の計画生産と転作を行政だけ

でなく、地域の農業者や農業者団体が行政と一体になって取り組むことによって、水

田農業全体の生産性向上を目指した。生産調整目標面積の配分は、行政側と農業者団

体の共同責任で双方が協議調整の上決定された。また、地域農業の組織による集団的

な地域輪作農法（田畑輪換による土地利用方式）により転作の一層の定着化が図られ

た（その後、生産調整政策は、より農業者や農業者団体の主体的な取組みを重視する

対策へ移行していくことになる）。その一方で、昭和 59 年から続く米の豊作と米消費

減少による米（主食米）の過剰により、昭和 63 年度から 2 年間にわたり米需給均衡

化緊急対策が実施され、転作による需要開発米5の生産、他用途利用米6の在庫調整な

どが行われた。 
⑤ 「水田営農活性化対策」（平成 5～同 7 年度）では、新農政プラン（平成 4 年）の考

え方に沿って、農業者や農業者団体の一層の主体的取組みを基礎として、稲作と転作

を組み合わせた生産性の高い水田営農が進められた。また、米の多様な需給に応じた

望ましい米づくりを推進し、他用途利用米を含む米の用途別需給の均衡化を図った。 
平成 6 年のガット・ウルグアイ・ラウンド合意を背景として、翌 7 年度に、食糧管

理法を廃止して新たに制定された「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」（平

成 6 年法律第 113 号、以下「食糧法」）が施行されると、政府米に代わり、自主流通

米を米流通の主体として位置付けて米の流通規制の緩和を図り、併せて政府による備

蓄や農業者による生産調整によって米の需給及び価格の安定を図ることになった。生

産調整は食糧法の中で「米穀の需給均衡を図るための手段」として位置づけられた7。 
⑥ 平成 8 年度からの「新生産調整推進対策」では、食糧法に基づいて農業者や地域の

自主性を尊重した「とも補償」8による転作への支援（とも補償への助成の拡大）が進

められた。また、農業者が生産調整に取り組みやすく、米の需給動向に機動的に対応

しうるように、調整水田9や実績参入10などの新たな生産調整の手法が試みられた11。

しかし、3 年間の予定で開始された同対策は、開始 2 年目で米過剰による米価下落の

下で破たんをきたしてしまった。 
⑦ そこで、平成 9 年、新たな米政策大綱が策定され、同大綱に基づいて翌 10 年度から

「緊急生産調整推進対策」が実施された。この対策では、平成 10 年度から 2 年間、

生産調整の目標面積を前年の 1.4 倍（約 96 万ヘクタール）に拡大して生産調整を強

                                                 
を避けながら転作団地をブロックローテーションさせることが好ましいことから進められた（田代洋一『農業

問題入門（新版）』大月書店, 2003, p.185.）。 
5 例えば、工業用糊の原料など他分野で需要が見込まれる米である。 
6 主食用以外の加工原料用米である。 
7 生産調整は、昭和 44 年度から法的根拠をもたず、行政指導として行われていた。食糧法に位置づけられたこ

とにより、初めて法的根拠をもった（佐伯尚美『米政策改革Ⅰ』農林統計協会, 2005, pp.21-23.）。 
8 生産調整の実施により経済的不利益を受ける農業者に対して、地域の合意に基づいて補償する仕組みである。

例えば、地域内の農業者が各水田面積に応じて拠出金を出し合い、その合計額を転作等実施面積に応じて農業

者に還元する方法である。生産調整を円滑に行うための手法の一つである。 
9 水田に水を張り、水稲の生産力が維持される状態に管理することである。 
10 例えば、直播きや有機栽培で減収を伴う場合、減収分を生産調整として評価することである。 
11 ガット・ウルグアイ・ラウンド合意によるミニマムアクセス米の導入（平成 7 年度から）に伴う生産調整の

強化は、行われなかった（増田萬孝『現代農業政策論』農林統計協会, 1998, p.190.）。 
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化するとともに、生産調整実施者に対して、稲作経営安定化対策（生産者と政府助成

で資金を造成し、自主流通米の価格下落の際の所得減収分を補填する）、米需給安定

対策（全国規模でとも補償を進める）など、生産調整を助長する策が講じられた。 
⑧ 平成 12 年度からは、農業基本法に代わり制定された「食料・農業・農村基本法」（平

成 11 年法律第 106 号）のもと、「水田を中心とする土地利用型農業活性化対策大綱」

に基づいて「水田農業経営確立対策」（～平成 15 年度）が実施された。この対策では、

需要に応じた米の計画的生産を行い、米の需要と供給のバランスを正常にして価格の

安定を図るとともに、麦、大豆、飼料作物などの土地利用型作物の本格的な生産（本

作化）を行い、水田を利用した農業の多角的経営を目指した。また、生産調整実施者

を対象として、引き続き稲作経営安定化対策が行われた。 
⑨ 平成16年度からは、米政策改革大綱（平成14年）12および改正食糧法（主要食糧の需

給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律（平成15年法律第103号）、平

成16年施行）を踏まえて、「水田農業構造改革対策」（～平成23年度）が実施された。

この対策は、米づくりの本来あるべき姿に向けた水田農業の構造改革を図るため、a. 
従来の行政主体の生産調整システムから、農業者・農業者団体主体によって自主的に

生産調整を進めるシステムへの転換（行政サイドは側面からの支援へ移行）、b. この

システムを効果的に進めるため、農業者に指示される生産調整の目標数値について作

付面積による配分（ネガ配分）から生産数量による配分（ポジ配分）への移行を図る

ものである。最初の3年間（米政策改革の第1ステージ）は、行政側が生産数量配分に

関与したが、平成19年度からは（米政策改革の第2ステージ）、農業者・農業者団体が

主体的に配分をおこなう生産調整が本格的に進められた13。それは、農業者・農業者

団体が米とそれ以外の作物全体を捉え、地域の農業事情に応じて作成したビジョン（地

域水田農業ビジョン）に基づいて、米の生産調整を始め、多様な作物の産地づくりや

担い手育成を一体的に行うことにより水田農業経営の安定化を目指すものであった。 
   しかし、平成19年に同年産の米価が大幅に下落する事態に陥ると14、米緊急対策が

実施され、政府による米の緊急買入れおよび全農による過剰米の飼料化推進などが行

われた。生産調整については、当面、都道府県や市町村単位で確実に実施することと

され15、行政による生産調整への関与が再び強化されるという様相を呈した。 

                                                 
12 農林水産省は、「生産調整に関する研究会」（平成 14 年、食糧庁に設置）による米政策の抜本的な見直し結

果をもとに、同年、米政策改革大綱を発表した。この中で、米の生産調整については、農業者や産地が自らの

判断により適量の米生産を行い、主体的に需給調整を行うことなどを趣旨とする新たな生産調整システムへの

移行方針が示された。 
13 同じく平成 19 年度から、経営所得安定対策等大綱（平成 17 年）に基づき、品目横断的経営安定対策および

米政策改革推進対策（見直し）が実施された。前者においては、米作の担い手農家への収入変動影響緩和対策

による直接支払の導入、後者においては、新たな産地づくり交付金の創設など、農業者・農業者団体による新

たな生産調整システムへの移行を後押しするメリット措置が執られた。 
14 米の消費量が年々減少する中で、生産調整の実効性が確保できていないことなどが原因とされる。（農林水

産省、農政改革三対策緊急検討本部『米緊急対策（平成 19 年 10 月 29 日）』農林水産省ホームページ 
< http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/e_meeting/pdf/data.pdf >） 
15 生産調整を進めるにあたって、数量に加えて面積換算値による需要量の提示、必要に応じて農業関係者との

生産調整目標達成合意書の締結、新規需要米による生産調整方式の導入、未達成地域・農業者への対処（ペナ

ルティ）等が盛り込まれた。（農政改革三対策緊急検討本部『当面の生産調整の進め方について（平成 19 年 12
月 21 日）』 農林水産省ホームページ<http://www.maff.go.jp/j/soushoku/jyukyu/komeseisaku /pdf/susume 
_kata.pdf>） 
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   平成 21 年度からは、米の生産調整の着実な推進のため、水田フル活用16の取組みが

開始された。 

 

２ 生産調整の実施状況と問題点 

（１）昭和46年度～平成15年度の状況（表1） 

生産調整の実施状況について、まず実施率をみると、開始から昭和 50 年代前半にかけ

て 100％に満たない目標未達成の年が 4 年みられたが、それ以降は 100％を超える目標達

成の年が続き、生産調整は確実に実施されていることがわかる。生産調整の面積（実績）

については、昭和 51 年度以降、徐々に増加し続け、平成 15 年度には 100 万ヘクタールを

超過している。また、転作の状況については、開始から昭和 50 年代前半にかけて転作率

が 10％前後で推移したが、その後上昇し、昭和 62 年度に 25％、平成 10 年度に 30％を超

え、平成 15 年度は約 40％となっている。 

［問題点］ 
平成 14 年 1 月 18 日開催の「生産調整に関する研究会」（農林水産省）に提出された農

林水産省資料「生産調整の現状と課題」（平成 14 年 1 月）17によると、当時（生産調整の

開始から約 30 年経過）の生産調整の問題点として、需給調整効果の滅殺（目標面積を達

成しても作柄が良好であるとその効果が滅殺されてしまう）、需要に応じた銘柄生産の視点

欠如（米の総量調整重視のあまり、産地銘柄ごとの需要に応じた生産調整が顧みられてい

ない）、生産調整への参加・不参加による不公平感18、生産調整の拡大に対する限界感など

があげられている。生産調整の拡大に対する限界感は、生産調整面積が増加し、生産調整

が強化されているにも拘わらず、米価が下落していることが大きな要因である（表 1 より、

米価は、昭和 61 年度（18,505 円）をピークに下落し続け、平成 15 年度はピーク時の約

26％減の 13,748 円であった）。 
 

（２）平成16年度以降の状況（表2） 
米政策改革が実施された平成 16 年度以降では、すべての年度において生産量の実績が

目標数量を上回っており（作付面積換算でも同様である）、しかも、目標数量を超過して作

付する都道府県数は、増加傾向にある。 

［問題点］ 
生産調整の目標数量を決めてもそれが達成されていないこと、さらに米価が下落し続け

ていること（表 2）から、米政策改革による新たな生産調整システムは十分に機能してい

ない。また、平成 19 年産の米価の大幅下落に対する米緊急対策において、米価の安定化

                                                 
16 水田フル活用とは、生産調整により米を作らない水田を十分に有効活用して、転作作物である大豆、麦、飼

料作物、新規需要米（米粉用米、飼料用米）等について需要に応じた生産を行う取組みである。また、これら

転作作物は、食料自給率向上の戦略作物とも位置付けられ、食料自給率向上のために生産の拡大を図るという

狙いもある。（農林水産省『平成 21 年度農林水産予算概算決定の概要』農林水産省ホームページ 
< http://www.maff.go.jp/j/budget/2009/pdf/2-1-1.pdf >） 
17 農林水産省『生産調整の現状と課題（平成 14 年 1 月）』農林水産省ホームページ< http://www.maff.go.jp/ 
 /j/soushoku/jyukyu/komeseisaku/pdf/01siryo.pdf> 
18 例えば、生産調整の結果、形成される米価格をもって、ただ乗りして自由に米を販売する生産調整不参加者

が存在することによる不公平感があげられる。 
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のために政府が強制的に行った米の買上げは、生産調整の不参加者にも大きな利益を与え、

生産調整の参加者と不参加者の間に不公平感を生じさせてしまった。 
なお、生産調整のために支出された補助金等の総額は、6兆円を超過している（昭和46

年度から平成20年度までの総計：63,824億円（表1、2より））。 

表 1 米の生産調整の実施状況（昭和 46 年度～平成 15 年度） 

 
(注 1) 生産調整実施率とは、生産調整の目標面積に対する実績面積の割合である。 
(注 2) 転作率とは、水田作付面積と生産調整実績面積の計に対する生産調整実施面積の割合である。 
(注 3) 「補助金等」は、各年度の当初予算額である。 
(注 4) 稲作転換対策では、生産調整の目標量は数量で示されていた（生産調整面積欄及び実績面積欄の下段（ ）部分）。 

また、生産調整実施率欄の（ ）は、数量による実施率である。 
(注 5) 米価は、政府買入れ価格（玄米 60kg あたり）である。 
(出典) 農林水産省『作物統計』、農林水産省『食料需給表』、農林水産省『米の生産調整について（平成 19 年 11 月）』、 

農林水産省『食糧統計年報』、（財）全国瑞穂食糧検査協会『米麦データブック・平成 19 年版』を基に筆者作成 
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Ⅱ 生産調整政策の見直し問題 

平成 21 年 1 月 5 日、石破農林水産大臣（当時）は、閣議後の記者会見において、生産

調整政策見直しの必要性について表明した19。これを機に、各方面で生産調整政策の見直

し議論が沸き起こり、生産調整のあり方が議論の焦点となった。ここでは、生産調整のあ

り方に関する各界の意見、旧政権（自民党、公明党による連立政権）下での見直し検討の

状況、新政権（民主党、社民党、国民新党による 3 党連立政権）による検討の見通しと論

点についてまとめた。 

 

１ 生産調整のあり方の意見 

 生産調整のあり方として、生産調整の「維持」、「廃止」、「選択制」の 3 つの選択肢の考

え方が提起されている。選択肢ごとに支持する各界の意見は下記のとおりである。また、

生産調整に直接携わる農業者の意見について、農林水産省の「米政策・水田農業政策アン

ケート調査」結果20から紹介する。 
 
（１）生産調整の維持 

（ⅰ）政党（自民党、公明党） 
自民党は、米の需給バランスを図って米価を安定し回復させるために、生産調整の継

続を主張している。生産調整参加者にメリットが享受される処置を拡大させ、農業所得

                                                 
19 農林水産省『平成 20 年度大臣等記者会見（平成 20 年 1 月 5 日）』農林水産省ホームページ 
  < http://www.maff.go.jp/j/press-conf/min/090105.html> 
20 農林水産省『米政策・水田農業政策に関するアンケート調査の結果公表について（平成 21 年 7 月）』 
農林水産省ホームページ<http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/keikaku/pdf/090707-01.pdf> 
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の増大を図る必要があるとしている。具体的には、水田フル活用21を積極的に推進し、

麦、大豆の生産を振興するとともに、米粉用米や飼料用米など、水田としての利用を行

いながら生産調整にもなる取組みで十分な所得をあげられるよう重点的な支援を拡大

することである。支援対象には、面積や年齢の要件を設けないことにしている。また、

公明党は、米の生産調整を維持しつつ、生産目標の都道府県間調整で適地適作を進め、

水田フル活用を一層進めることを主張している。22 

（ⅱ）農協（全国農業協同組合中央会） 
多面的機能を有する水田を維持し、米の需給と価格の安定を確保するため、生産調整

は継続するべきであるという意見である。もし、生産調整を緩和、または、生産調整支

援策を縮小した場合、米の供給過剰と米価の下落が生じ、売れ残りを恐れる産地間の米

の値引き合戦の激化、零細・兼業農家の生産継続等による過剰在庫の累積、膨大なコス

トによる過剰米処理などにより、担い手の経営崩壊、地域経済への悪影響など社会的・

経済的な損失は計り知れないとしている。生産調整機能の実効性を確保するため、豊作

分を市場から隔離する出口対策の強化、過剰米の買取り・非主食用への販売を行う備蓄

機構の充実、食料自給率向上につながる麦、大豆の水田フル活用による増産対策、新規

需要米（米粉用米、飼料用米）への十分なメリット措置、担い手の経営安定対策の拡充

などをあげている。23 
 
生産調整の維持を支持する意見では、現路線の生産調整政策を継続させ、生産調整に参

加する農家の所得が増大するようにメリット措置を講ずるべきであるという論調である。 
 

（２）生産調整の廃止 

（ⅰ）政党（民主党、社民党、共産党など） 
民主党は、米を作らせない形での現行の生産調整を廃止し、生産調整の廃止による米

価の下落から生産者の所得が減少することへの対応策として、農業者戸別所得補償制度

の導入を主張している。社民党は、米の強制的な生産調整を廃止し、販売価格と生産費

の差額を給付金として販売農家に直接支払う戸別所得補償制度を導入するとしている。

また、共産党は「米減らしを強要する現行の生産調整を中止する」とし、その代償とし

て、過去 3 か年の平均生産費を基準とした不足払い制度による米価保障と（水田のもつ

国土・環境保全を評価した）所得補償での対応を主張している。24 

（ⅱ）経済団体（経済同友会） 

平成 21 年 7 月 29 日、経済同友会は、米に焦点をあてた農政改革の提言を行った25。

                                                 
21 前掲注(16) 
22 2009 年衆議院議員総選挙に係る各党のマニフェスト・政策集（自民党『政策 BANK』等；公明党『マニフ

ェスト 2009（完全版）』）、「米の生産調整－09 衆議院選 各党農政公約」『日本農業新聞』2009.8.25. 
23 「JA グループ、「新・基本計画」「水田農業政策」への対応－「生産調整」は今後も不可欠」『週刊農林』(2055), 
2009.6.25, pp.12-13. 
24 2009 年衆議院議員総選挙に係る各党のマニフェスト・政策集（民主党『政権政策 Manifesto2009』等；社

民党『選挙公約 2009Manifesto』；共産党『2009 年総選挙政策』）、「米の生産調整－09 衆議院選 各党農政公約」

『日本農業新聞』2009.8.25. 
25 社団法人経済同友会『直接支払い制度の導入で三位一体のコメ農業改革を－国土保全・持続的農業生産維



調査と情報－ISSUE BRIEF－ No.659 

 8

米の生産調整による価格支持政策は、小規模零細農家を温存させ、米農家の意欲を削ぎ、

農地の集積や経営の大規模化、構造改革が進まず、「産業としての米作農業の自立を阻

害している」ことから、生産調整政策を廃止すべきであるとしている。廃止は、急激な

米価下落による混乱の回避、新規担い手の育成策、農地転用や耕作放棄地に係る税制改

革などの条件整備を行う必要があることから、5～10 年かけて段階的に行う。生産調整

の廃止の代償として、「持続的湛水農業維持費直接支払い制度」（仮称）26を提唱してい

る。 

（ⅲ）有識者 

有識者による主な意見は、下記のとおりである。 

・生産調整は米価維持のカルテルであり、大規模農家の育成や農地の集積の妨げになっ

ている。解決策としては、生産調整を段階的に廃止し、米価の下落に伴う所得減少分

を直接支払いで所得補償を行うことである。ただし、その対象は、零細農家の離農を

促しその農地を担い手に集積させるため、主業農家に限定することが肝要である。27 

・日本の米は輸出も射程にいれた成長産業になる可能性があることから、生産調整によ

る米価維持政策を改め、米価が下がっても儲かる構造に代える必要がある。生産調整

廃止による米価の下落や農家の所得減少への対応としては、所得補償が不可欠である

が、その対象は、意欲的な農家に限定するべきである。28 

・日本農業は、世界の農産物市場のグローバル化という大きな変化の中にある（WTO
農業交渉の打開も迫っている）。今後はこのようなグローバル化に耐えうるように「守

る農業」から「攻めの農業」へ変えて、農業を自立させる必要がある。優秀な米農家

は生産調整により自由な作付けが制限され、その能力を十分に発揮できていないこと

から生産調整を廃止し、様々な米ビジネスが展開できる環境を整えるべきである。29 

（ⅳ）国際機関（経済協力開発機構：OECD） 

経済協力開発機構は、平成 21 年 5 月 19 日、日本農業政策の審査報告書である

「Evaluation of Agricultural Policy Reforms in Japan」（日本における農業政策改革の

評価）を発表した。この中で、日本の農業は零細規模、担い手の高齢化などの構造的な

弱点があり、現状の生産調整策は持続可能でないとして、縮小か廃止を提言している。

2006 年の数値をもとに生産量、米価、効果について 5-7 年後の状況を試算した結果では、

生産調整を廃止した場合、生産量は 3％増加し、米価は 4.7％低下して消費者の効用は約

950 億円増加するとしている。30 

                                                 
持・消費者重視への転換』2009.7.29. 経済同友会ホームページ<http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/ 
articles/2009/090729a.html> 
26 農業の持つ多面的機能のうち、最も効果的な「洪水防止・水源涵養」機能を担っている、水田を中心とし

た農地の湛水機能に着目して考えられた。主な内容は、WTO ルール適合性の視点を加味して湛水農業を行う主

業農家や法人を対象として、直近の生産費（物財費＋労働費）の 5 割を支払うものである。 
27 「減反をやめ、専業に補償を（経済産業研究所上席研究員 山下一仁氏）」『読売新聞』2009.7.8. 
28 「減反強制やめ、成長産業に（宮城大学副学長 大泉一貫氏）」『朝日新聞』2009.5.31. 
29 （財）日本国際フォーラム政策委員会「グローバル化の中での日本農業の総合戦略（第 31 政策提言）」（2009
年 1 月）p.9. なお、同提言は、東京大学大学院の本間正義教授が主査を務めた政策委員会によってまとめられ

た。 
30 「日本に減反見直し提言－廃止で「効用 1400 億円」－OECD 報告書」『日経新聞』2009.5.20. 
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生産調整の廃止を支持する意見では、生産調整の廃止は、米生産の自由度を高め、農業

経営を活性化させて米作農業を自立させるために必要であるとし（主に有識者、経済同友

会の意見）、生産調整廃止の代償として所得補償を行うこととしている。ただし、所得補償

の対象者については、生産数量目標に従ったすべての販売農家とする意見（民主党）の一

方で、米生産に意欲的な農家や主業農家に限定するべきとする意見（有識者）がある。 
 
（３）生産調整の選択制 
生産調整の選択制は、元々、生産調整の廃止では米価の下落幅がわからず、農業者への

心理的影響が大きいと思われるという見方から、当面、一定の生産調整を残す方式として

浮上した議論である31。選択制では、生産調整に参加するかどうかを農業者が判断し（選

択し）、参加を選択した農業者には、参加することでのメリット措置が与えられ（生産に係

る赤字分について所得補償を行う）、一方、参加を選択しない農業者には、市場で形成され

る米価のみ受け取ることを前提に、自己責任による農業経営を認める（自由な米生産を認

める）ことがポイントである32。即ち、生産調整への参加メリット、不参加メリットが明

確になることが肝要である33。民主党の農業者戸別所得補償制度は、「生産数量目標に従う

か否か」を個々の農業者の判断に任せている点で、実質的には選択制であると見做されて

いる34。 
 

（４）農業者の意見 

農林水産省の「米政策・水田農業政策に関するアンケート調査」結果によると、農業者

全体では、生産調整の「維持・強化」（45.9％）と「緩和」（38.7％）に二分され、「廃止」

は 1 割強（13.1％）であった。規模別では、大規模農家ほど「維持・強化」を支持し、小

規模農家ほど「緩和」を支持する傾向が強かった。地域別では、米の主要生産地域の北海

道、東北、北陸、九州で「維持・強化」を求める傾向が強かった。一方、都市圏を抱える

関東、東海、近畿、および、中国、四国では「緩和」を求める傾向が強かった。生産調整

見直しのポイントについては、「主食用米の価格が下落した時の経営安定対策」（51.7％）、

「主食用米以外の作物を作った時の助成金」（44.4％）、「未達成者・地域に対するペナルテ

ィ」（30.2％）の順に検討を求める傾向が強く、うち「強化」を支持した農業者は「未達成

者・地域に対するペナルティ」を最も多く挙げ、生産調整の不参加者に対する不公平感の

根強さが現れた。35 
 

２ 旧政権における見直し検討の状況 

（１）農政改革関係閣僚会合（農政改革特命チーム） 
平成21年1月末、政府内に農政改革関係閣僚会合（内閣官房長官及び農政改革担当大臣

（農水相）の主宰）が設置され、翌2月から、その下に農政改革特命チーム（農林水産省

                                                 
31 「選択減反 検討の対象」『朝日新聞』2009.2.4. 
32 生源寺眞一「（論壇）どうする生産調整」『農業』(1518), 2009.3, pp.4-5. 
33 服部信司「コメをめぐる現状とコメ政策の課題」『農村と都市をむすぶ』59(7), 2009.9, p.25. 
34 「民主が減反選択制へ、参加農家に所得補償」『読売新聞』2009.7.25 ; 「政権交代地域から問う (3)農業、

所得補償どこまで－個別努力、実る仕組みに」『日経新聞』2009.9.4. 
35 「米政策アンケートを読み解く（上）」『全国農業新聞』2009.7.17. 



調査と情報－ISSUE BRIEF－ No.659 

 10

大臣官房審議官を長とする）が設置され、「農政改革の基本方向」の8月中の中間取りまと

めを目指して検討が開始された。4月17日には、農政改革に係る基本的考え方と検討項目

を内容とする「農政改革の検討方向」が決定された。この中で米の生産調整政策について

は、「生産調整実施者の不公平感、水田フル活用（平成21年度から本格実施）などを検証

し、米や水田農業関連の各種政策を検討して整合性のある政策体系を構築する」という方

向性が示された。しかし、生産調整見直しの議論に踏み込まないまま、第14回の会合（7
月15日）をもって、農政改革特命チームによる検討は、事実上、終了した36。 
なお、9 月 15 日、石破農林水産大臣（当時）は、生産調整に関する第 2 次シミュレーシ

ョン結果を公表した。この中で、生産調整の今後のあるべき姿として、生産調整への参加

を農業者に任せる「選択制」を行い、生産調整を緩和した上で37米価下落による農業者の

減収（生産費と販売収入の差）を補填する策の必要性を提起した38。 
 
（２）食料・農業・農村政策審議会（農林水産省） 
平成 21 年 1 月 27 日、食料・農業・農村政策審議会（農林水産大臣の諮問機関）におい

て、農林水産大臣による諮問を受けて、「食料・農業・農村基本計画」の新たな計画の策定

に向けた審議が開始された。集中的な審議を担う同審議会の企画部会では、農政に関する

施策の整理において米の生産調整の意見交換が行われている。答申は、平成 22 年 3 月末

までにまとめられる予定である。 
 
（３）経済財政諮問会議 
経済財政諮問会議39の第 15 回会議（平成 21 年 6 月 3 日）における、農政改革について

の審議では、米の生産調整政策の見直しをどうするか、特に水田フル活用策との整合性を

どう図るかが焦点であったが、見直しの検討の論点を広く整理することに留まった。会議

結果を受けてまとめられた、政府の経済財政運営の基本方針「骨太の方針 2009」（6 月 23
日閣議決定）には、米の生産調整については「水田農業の構造改革の遅れ、生産調整実施

者に不公平感があることなどを踏まえ、自給力の向上のための米政策・水田農業の在り方

について検討を進める」と記載され、生産調整見直しの具体的な方向性については言及さ

れなかった。 
 

３ 新政権の動向と生産調整政策見直しの論点 

今夏の衆議院議員総選挙で政権が交代し、9 月 16 日、民主党、社会民主党および国民新

党の 3 党による連立政権がスタートした。連立政権の共通政策として、農業者戸別所得補

償制度の実施が盛り込まれた。戸別所得補償制度は新政権の農政の中心的な政策である。 
農業者を対象とする戸別所得補償制度は、米、麦、大豆、飼料用作物などについて生産

目標数量を設定し、これに従った販売農家に対して生産費と販売収入の差額分（赤字分）

の補償を行うという内容である。米については他作物に先行して、平成 22 年度に全国規

                                                 
36 「農政改革に政局波及 政府特命チーム 会合当面開けず」『日経新聞』2009.7.16. 
37 現行の経営所得安定対策および転作作物への助成の継続を条件とする。 
38 「米生産調整第 2 次試算－選択制を提起」『日本農業新聞』2009.9.16. 
39 経済財政政策に関する重要事項について、有識者等の優れた識見や知識を活用しつつ、内閣総理大臣のリー

ダーシップを十全に発揮することを目的として、内閣府に設置された合議制機関である。 
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模で実証を行うモデル事業を実施する予定である40。米の生産調整に関しては、米を作ら

せない形の現行の生産調整を廃止する一方、新たに生産目標数量を設定して米の計画的生

産を行うことが示されている。 

米に関する戸別所得補償制度の詳細は明らかではないが、米の生産調整政策の見直しに

関する主な論点は下記のとおりである。 

①生産調整への参加者と不参加者間の不公平感は解消されるのか。 

戸別所得補償制度では、生産目標数量に基づく計画的生産への参加は、農業者の判断

に任せており、参加すれば所得補償を受けられるが、参加しなければ受けられず、代わ

りに自由に米を増産することが可能となる。生産調整に参加する者、参加しない者が互

いに相手の選択を認め合うという公平性が確保されるなら、生産調整の選択制は、不公

平感解消のために考慮に値するものである41ともされている。 

②WTO 農業交渉への対応を見据えた生産調整の見直しも必要である。 

WTO 農業交渉（ドーハ・ラウンド）は、平成 20（2008）年 7 月の閣僚会合の交渉決

裂以来、硬直状態にあったが、今年 11 月から交渉が再開され42、平成 22（2010）年ま

での妥結を目指すことになった43。交渉再開後、わが国に対しては、高い関税率の軽減

およびミニマム・アクセス（最低輸入枠）拡大の譲歩を迫られる可能性が高いと考えら

れている。米の関税の大幅引下げで妥結された場合は、安価な輸入米の増大がもたらさ

れ、「生産調整による市場米価の高値維持は、…（中略）…何の意味も持たなくなって

しまう。44」 
 

おわりに 

米の生産調整政策は、昭和40年代前半に顕在化した米過剰問題に対して、当初緊急的な

米生産抑制策として開始され、その後、中長期的な視点による水田農業の構造的対策とし

て、今日まで約40年にわたり執行されてきた。その中で生じた、生産調整への参加・不参

加による不公平感などの問題は解決されないまま、今日まで持ち越されている。 
今夏の衆議院議員総選挙により誕生した新政権によって、今後、戸別所得補償制度を中

心的な政策とする新農政への転換が図られることとなろう。米の生産調整政策の見直しを

始め、旧政権で行われてきた米政策の抜本的な見直しとなる可能性もあり、今後の検討動

向、特に、新たな「食料・農業・農村基本計画」の策定に向けて、現在審議を行っている

食料・農業・農村政策審議会の動向が注目される。 
 
 
 

                                                 
40 「2010 年度農水予算 米所得補償は 3447 億円」『日本農業新聞』2009.10.16. 
41 生源寺眞一「混迷の農政と生産調整問題」『農業と経済』(75)10, 2009.9, pp.80-81. 
42 交渉再開後の最初の公式閣僚会議は、平成 21 年 11 月 30 日から同 12 月 2 日までスイスで開催の予定であ

る。 
43 「WTO 交渉 来年妥結－サミット拡大会合、初の共同宣言」『読売新聞』2009.7.10. 
44 佐伯尚美「挫折した米政策改革とその問題点-日本稲作に未来はあるのか」『農村と都市をむすぶ』59(7), 
2009.9, p.16. 
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